
鶴ヶ島市監査委員告示第１２号 

 地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定に基づき、監査を実施したので同条第

９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。 

令和３年１１月９日 

 

 

鶴ヶ島市監査委員 内 野 睦 巳     

 

 

鶴ヶ島市監査委員 近 藤 英 基     

 

 

１ 監査基準に準拠している旨 

  監査委員は、鶴ヶ島市監査基準（令和２年鶴ヶ島市監査委員告示第６号）に準拠し

て監査を行った。 

 

２ 監査の種類 

  行政監査（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項の規定による

監査）及び定例監査（同法同条第４項の規定による監査） 

 

３ 監査の対象 

(１) 総合政策部 財政課 

 (２)  総合政策部 資産管理課 

 (３)  議会事務局 議事課 

 (４)  教 育 部 学校給食センター 

 

４ 監査の着眼点 

  令和３年度（４月から８月まで）の財務に関する事務の執行及び事務事業の執行が

法令に準拠し、適正かつ効率的に行われているか否かに主眼をおいた。 

 

５ 監査の主な実施内容 

抽出により提出された監査資料を精査するとともに、所属長、関係職員から説明を



聴取して監査を行った。 

なお、地方自治法第１９９条の２の規定により、近藤英基監査委員は、関係する事

項に係る監査について除斥した。 

 

６ 監査の実施場所及び日程 

実施場所：鶴ヶ島市役所５０４会議室 

  日程：令和３年１０月１８日 

 

７ 監査の結果 

１から６までの記載事項のとおり監査を行った結果は、次のとおりである。 

今後も監査結果を踏まえ、良い点は引き続き継続し、改善すべき点は改善し、市

民福祉の増進と地方自治の本旨の実現を図られるよう、適正かつ効率的な事務の執

行に努められたい。 



（１） 総合政策部 財政課 

 

ア  主要事務事業 

令和３年度の主要な事務事業は以下のとおりである。 

（ア）財務会計情報管理経費 

  財務会計システム等の使用賃借に要する経費。 

財務会計システム等の適正な保守管理を実施している。 

今後も引き続き、システム導入業者や庁内関係課と調整の上、適正な

管理を進める。 

 

（イ）電子入札執行経費 

  公共工事等の入札参加者の利便性及び公平・公正な入札制度の向上を

図るため、埼玉県及び県内各市町が共同運用している埼玉県電子入札共

同システムに参加し、運営する経費。 

  埼玉県電子入札共同システムを利用した電子入札を執行し、適正な契

約事務を実施している。 

  引き続き電子入札の執行により、入札参加者の利便性を確保するとと

もに、公平・公正な契約事務を行う。 

 

イ 評価・意見・要望 

（ア） 歳入歳出予算の執行 

適正に執行されているものと認められた。 

（イ） 契約事務 

適正に執行されているものと認められた。 

（ウ） 現金等の取扱い 

該当事務なし 

（エ） 備品等の財産管理 

適正に執行されているものと認められた。 

（オ） 文書の処理及び管理 

概ね適正に執行されているものと認められた。 



（２） 総合政策部 資産管理課 

 

ア  主要事務事業 

令和３年度の主要な事務事業は以下のとおりである。 

（ア）公共施設個別利用実施計画策定経費 

    鶴ヶ島市公共施設等総合管理計画による公共施設の最適化に向けた基

本的方針のもと、公共施設のあり方を見直し、公共財産の効果的な活用を

図った施設の再配置と、持続可能な公共サービスの提供を目的とした「鶴

ヶ島市公共施設個別利用実施計画」を策定する。 

    令和３年度は、鶴ヶ島市公共施設個別利用実施計画（案）への市民意見

聴取を実施した。今後は、聴取した市民意見に基づき必要に応じた修正を

行い、パブリックコメントを経て、令和３年度末までに最終的な計画を策

定する予定である。 

 

（イ）感染症に強い公共施設トイレ改修経費（庁舎等分） 

    市民が安心して快適に公共施設を利用できるよう、感染症予防の観点か

ら公共施設のトイレを改修した。 

    市庁舎、女性センター、農業交流センター、障害者生活介護施設、上広

谷児童館、老人福祉センター及び保健センターのトイレ改修工事を実施し

た。 

 

イ 評価・意見・要望 

（ア） 歳入歳出予算の執行 

適正に執行されているものと認められた。 

（イ） 契約事務 

概ね適正に執行されているものと認められた。 

（ウ） 現金等の取扱い 

該当事務なし 

（エ） 備品等の財産管理 

適正に執行されているものと認められた。 

（オ） 文書の処理及び管理 

概ね適正に執行されているものと認められた。 



（３） 議会事務局 議事課 

 

ア  主要事務事業 

令和３年度の主要な事務事業は以下のとおりである。 

（ア）議会運営経費 

    議員報酬、議員の期末手当、旅費、議会図書室の図書等の購入、会議録

の調製、全国や関東等の市議会議長会の負担金等の議会運営に係る経費。 

    年４回（６月、９月、１２月、３月）の定例会を開催するとともに、必

要に応じて臨時会を開催する。 

    今後も市民福祉の増進のため、二元代表制における議会の適正な運営に

努める。 

 

（イ）政務活動費交付金 

    議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として、会派（１人

の場合を含む。）に対し、当該会派に所属する議員数に年額 

１２０,０００円を乗じて得た額を政務活動費として交付している。 

    令和３年度の交付額は、２,１６０,０００円である。年度終了後１か

月以内に精算する。 

    今後も使途基準を遵守するとともに、透明性の確保に努めながら継続

していく。 

 

イ 評価・意見・要望 

（ア） 歳入歳出予算の執行 

適正に執行されているものと認められた。 

（イ） 契約事務 

概ね適正に執行されているものと認められた。 

（ウ） 現金等の取扱い 

適正に執行されているものと認められた。 

（エ） 備品等の財産管理 

概ね適正に執行されているものと認められた。 

（オ） 文書の処理及び管理 

概ね適正に執行されているものと認められた。 



（４） 教育部 学校給食センター 

 

ア  主要事務事業 

令和３年度の主要な事務事業は以下のとおりである。 

（ア）学校給食センター維持管理経費 

    ＰＦＩ方式によるＳＰＣ（特別目的会社）に対する維持管理及び運営

業務に係る委託料や、放射性物質検査用の消耗品、光熱水費及び職員の

保菌検査、食品の各種検査（サルモネラ菌、大腸菌群、Ｏ－１５７）に

要する経費。 

    ＳＰＣによる維持管理及び運営業務は適正に執行されている。また、

食品の各種検査の実施により、安全性の確保に努めている。 

    今後も引き続き、衛生管理、各種検査、維持管理及び運営業務のモニ

タリングを適正に行い、安心安全な給食の提供を図っていく。 

 

（イ）学校給食食材料経費 

    学校給食の調理に必要な食材料、主食、牛乳等を登録業者から購入す

る経費。 

    成長期に必要な栄養バランスに配慮した献立に沿って、食材の調達に

努めている。 

    今後も歳入である学校給食費と学校給食食材料経費に乖離が生じない

ように適切な執行管理を行う。 

 

イ 評価・意見・要望 

（ア） 歳入歳出予算の執行 

適正に執行されているものと認められた。 

（イ） 契約事務 

概ね適正に執行されているものと認められた。 

（ウ） 現金等の取扱い 

適正に執行されているものと認められた。 

（エ） 備品等の財産管理 

適正に執行されているものと認められた。 

（オ） 文書の処理及び管理 

概ね適正に執行されているものと認められた。 

 


